
「健康宣言」についてお聞かせください

自動車運送事業者のみなさまへ 【愛知県】

『健康宣言』 はじめませんか
～会社全体で健康起因事故防止 そして健康経営優良企業へ～

「健康宣言」をご存知ですか

「健康宣言」を実施していますか

このチラシを（ 「健康宣言」に
ついては裏面を）ご覧ください

「健康宣言」に興味を
お持ちになりましたか

運輸支局や協会けんぽ・健康保険組合
から連絡をしてもよろしいでしょうか
（四半期単位でご連絡します）

ぜひ「健康宣言」等
についてご検討を
お願いします

運輸支局に情報が入りましたら、
運輸支局や協会けんぽ、健康
保険組合からご連絡します

経済産業省の「健康経営優良法
人」の認定を受けていますか

はい

実施している

受けている

今後も「健康経営® 」を
お続けください

いいえ

実施して
いない

興味がある 今はない

はい
受けて
いない

「健康経営優良法人」の認定に
興味をお持ちですか

興味がある

いいえ

いいえ

ぜひ「健康経営優良法人」の認定
についてご検討をお願いします

ぜひ「健康宣言」等の
取組をお願いします

ご自身で加入している協会けんぽ・
健康保険組合と直接やりとりする

スタート

「健康経営」とは、企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果
が期待できる」との基盤に立って、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。
「健康経営®」は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。

※出展
国土交通省
自動車局HP

これだけ健康起因事故が発生しています（平成２５～２９年：全国）

計１，２０１人

運転者の健康起因事故が
多く発生しています

「健康経営」の実施で
従業員の健康を推進

健康起因事故を
未然に防止しましょう

運転中（信号待ち、乗降扱い中を含む）に、意識障害により
運転操作が不能となった事案の報告件数

運転者の疾病別内訳



『健康宣言』 はじめましょう

さらに
『健康経営優良法人認定』を目指してみませんか

健康経営優良法人認定制度について
地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に
優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や
金融機関等から「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法
人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標とされています

・健康起因事故の防止（リスクマネジメントの向上）
・コミュニケーションの向上
・企業イメージの向上（社内外にアピール）

自動車運送事業者様をはじめ多数の事業者様が健康宣言されています！！
（協会けんぽ愛知支部、愛知県トラック事業健康保険組合ホームページをご覧
ください）

「健康宣言」について

１．取組内容を「健康宣言書」に記入してご提出（ＦＡＸ）
・健診を全社員受診（必須） ・法令遵守（必須）
・受診勧奨の取組やストレスチェックの実施など、取組項目から３つ以上を選択

２．取組を実施
３．振り返りとご報告 ⇒ 翌年度の取組へ ※更新手続きは不要

総合案内： 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局保安担当 Tel：052-351-5382
協会けんぽ加入事業所様： 協会けんぽ愛知支部企画総務Ｇ Tel：052-856-1479
愛知県トラック事業健康保険組合加入事業所様：

愛知県トラック事業健康保険組合 Tel：052-882-9686

お問い
合わせ先

会社での健康づくりに取り組み、「従業員を大切にする会社（健康や働き方に配慮して
いる職場）」を「健康宣言」でＰＲ

「健康宣言」について

「健康宣言」の取組の流れ （例：協会けんぽ愛知支部）

「健康宣言」の取組により期待される効果

協会けんぽ愛知支部 健康宣言 検索 愛知県トラック健康保険組合 検索



「健康宣言」（ふじのくに健康宣言事業所）についてお聞かせください

自動車運送事業者のみなさまへ 【静岡県】

『健康宣言』 はじめませんか
～会社全体で健康起因事故防止 そして健康経営優良企業へ～

「健康宣言」をご存知ですか

「健康宣言」を実施していますか

このチラシを（ 「健康宣言」に
ついては裏面を）ご覧ください

「健康宣言」に興味を
お持ちになりましたか

経済産業省の「健康経営優良法
人」の認定を受けていますか

はい

実施している

受けている

今後も「健康経営® 」を
お続けください

いいえ

実施して
いない

興味がある 今はない

はい
受けて
いない

「健康経営優良法人」の認定に
興味をお持ちですか

興味がある

いいえ

ご自身で加入している協会けんぽ・
健康保険組合と直接やりとりする

スタート

「健康経営」とは、企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果
が期待できる」との基盤に立って、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。
「健康経営®」は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。

運輸支局や協会けんぽから連絡を
してもよろしいでしょうか

（四半期単位でご連絡します）

ぜひ「健康宣言」等
についてご検討を
お願いします

いいえ

運輸支局に情報が入りましたら、
運輸支局や協会けんぽから

ご連絡します

ぜひ「健康経営優良法人」の認定
についてご検討をお願いします

※出展
国土交通省
自動車局HP

これだけ健康起因事故が発生しています（平成２５～２９年：全国）

計１，２０１人

運転者の健康起因事故が
多く発生しています

「健康経営」の実施で
従業員の健康を推進

健康起因事故を
未然に防止しましょう

運転中（信号待ち、乗降扱い中を含む）に、意識障害により
運転操作が不能となった事案の報告件数

運転者の疾病別内訳

ぜひ「健康宣言」等の
取組をお願いします



『健康宣言』 はじめましょう

さらに
『健康経営優良法人認定』を目指してみませんか

健康経営優良法人認定制度について
地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に
優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や
金融機関等から「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法
人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標とされています

会社での健康づくりに取り組み、「従業員を大切にする会社（健康や働き方に配慮して
いる職場）」を「健康宣言」でＰＲ

「健康宣言」について

１．取組内容を「健康宣言事業所エントリーシート」に記入してご提出（ＦＡＸ）
・健診（社員の健診１００％）、メンタルヘルス（社内の相談窓口の設置）
・社員に喫煙者が多い → 禁煙対策・禁煙治療を補助 など

２．協会けんぽが健診結果を分析
３．決定した取組を宣言書に記入し、写真撮影 ⇒ 協会けんぽ静岡支部に郵送

「健康宣言」の取組の流れ （例：協会けんぽ静岡支部）

・健康起因事故の防止（リスクマネジメントの向上）
・コミュニケーションの向上
・企業イメージの向上（社内外にアピール）

自動車運送事業者様をはじめ多数の事業者様が健康宣言されています！！
（協会けんぽホームページをご覧ください）

「健康宣言」の取組により期待される効果

協会けんぽ静岡支部 健康宣言 検索

総合案内： 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局保安担当 Tel：054-261-7622

協会けんぽ加入事業所様： 協会けんぽ静岡支部企画総務Ｇ Tel：054-275-6602
お問い
合わせ先

＜申請先＞ 「協会けんぽ」加入事業所様： 協会けんぽ静岡支部

「協会けんぽ以外」加入事業所様： 静岡県



「健康宣言」についてお聞かせください

自動車運送事業者のみなさまへ 【三重県】

『健康事業所宣言』 はじめませんか
～会社全体で健康起因事故防止 そして健康経営優良企業へ～

「健康宣言」をご存知ですか

「健康宣言」を実施していますか
「健康宣言」に興味を
お持ちになりましたか

運輸支局に情報提供をいただいた
後、運輸支局や協会けんぽから

ご連絡します

はい

実施している

受けている

いいえ

実施して
いない

興味がある 今はない

はい
受けて
いない

「健康経営優良法人」の認定に
興味をお持ちですか

興味がある

ご自身で加入している協会けんぽ・
健康保険組合と直接やりとりする

スタート

「健康経営」とは、企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果
が期待できる」との基盤に立って、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。
「健康経営®」は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。

このチラシを（ 「健康宣言」に
ついては裏面を）ご覧ください

経済産業省の「健康経営優良法
人」の認定を受けていますか

運輸支局から連絡をしても
よろしいでしょうか

（四半期単位でご連絡します）

ぜひ「健康宣言」等
についてご検討を
お願いします

いいえ

今後も「健康経営® 」を
お続けください

ぜひ「健康経営優良法人」の認定
についてご検討をお願いします

いいえ

※出展
国土交通省
自動車局HP

これだけ健康起因事故が発生しています（平成２５～２９年：全国）

計１，２０１人

運転者の健康起因事故が
多く発生しています

「健康経営」の実施で
従業員の健康を推進

健康起因事故を
未然に防止しましょう

運転中（信号待ち、乗降扱い中を含む）に、意識障害により
運転操作が不能となった事案の報告件数

運転者の疾病別内訳

ぜひ「健康宣言」等の
取組をお願いします



『健康事業所宣言』 はじめましょう

さらに
『健康経営優良法人認定』を目指してみませんか

健康経営優良法人認定制度について
地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に
優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や
金融機関等から「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法
人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標とされています

総合案内： 国土交通省中部運輸局三重運輸支局保安担当 Tel：059-234-8411
協会けんぽ加入事業所様： 協会けんぽ三重支部 Tel：059-225-3317

・生産性の向上（モチベーション、業務効率の向上）
・健康起因事故の防止（リスクマネジメントの向上）
・コミュニケーションの向上
・企業イメージの向上（社内外にアピール）

「健康宣言」の取組により期待される効果

お問い
合わせ先

会社での健康づくりに取り組み、「従業員を大切にする会社（健康や働き方に配慮して
いる職場）」を「健康宣言」でＰＲ

「健康宣言」について

１．「健康度チェックシート」で事業所様で取り組んでいる内容を確認し、協会けんぽ
三重支部にエントリーシートをご提出ください（ＦＡＸ）
２．協会けんぽ三重支部から健康宣言書をお送りします。事業所内の目立つところ
に掲示して、従業員の健康づくりに取り組むことを宣言します
３．協会けんぽの取組を活用して、できることから始めましょう

自動車運送事業者様をはじめ多数の事業者様が健康事業所宣言に参加して
います（詳しくは協会けんぽホームページをご覧ください）

「健康宣言」の取組の流れ （例：協会けんぽ三重支部）

三重支部 宣言 検索



「健康づくり宣言」（健康宣言）についてお聞かせください

自動車運送事業者のみなさまへ 【福井県】

『健康づくり宣言』 はじめませんか
～会社全体で健康起因事故防止 そして健康経営優良企業へ～

「健康宣言」をご存知ですか

「健康宣言」を実施していますか
「健康宣言」に興味を
お持ちになりましたか

経済産業省の「健康経営®優良
法人」の認定を受けていますか

はい

実施している

受けている

いいえ

実施して
いない

興味がある 今はない

はい
受けて
いない

「健康経営優良法人」の認定に
興味をお持ちですか

興味がある

いいえ

ご自身で加入している協会けんぽ・
健康保険組合と直接やりとりする

スタート

「健康経営」とは、企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果
が期待できる」との基盤に立って、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。
「健康経営®」は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。

このチラシを（ 「健康宣言」に
ついては裏面を）ご覧ください

運輸支局から連絡をしても
よろしいでしょうか

（四半期単位でご連絡します）

ぜひ「健康宣言」等
についてご検討を
お願いします

いいえ

今後も「健康経営® 」を
お続けください

運輸支局に情報が入りましたら、
運輸支局からご連絡します

ぜひ「健康経営優良法人」の認定
についてご検討をお願いします

※出展
国土交通省
自動車局HP

これだけ健康起因事故が発生しています（平成２５～２９年：全国）

計１，２０１人

運転者の健康起因事故が
多く発生しています

「健康経営」の実施で
従業員の健康を推進

健康起因事故を
未然に防止しましょう

運転中（信号待ち、乗降扱い中を含む）に、意識障害により
運転操作が不能となった事案の報告件数

運転者の疾病別内訳

ぜひ「健康宣言」等の
取組をお願いします



『健康づくり宣言』 はじめましょう

さらに
『健康経営優良法人認定』を目指してみませんか

健康経営優良法人認定制度について
地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経
営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です

健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関等か
ら「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受
けることができる環境を整備することを目標とされています

・健康起因事故の防止（リスクマネジメントの向上）
・コミュニケーションの向上
・企業イメージの向上（社内外にアピール）

自動車運送事業者様をはじめ多数の事業者様が健康宣言されています！！
（協会けんぽ福井支部ホームページをご覧ください）

１．従業員皆様の健康づくりに取り組むことを決定いただき、「健康づくり宣言申込書」をご提出
・健康診断受診１００％（目標） ・特定保健指導利用１００％（目標）
・有所見者の受診促進 ・健康づくりの推進

２．健康づくり担当者を決定
３．「事業所健康度診断カルテ」、「健康づくりチェック表」を用いて具体的な健康づくりの目標を立て、
「健康づくり計画書」を作成

４．協会けんぽがお届けする「健康づくり宣言書」を事業所内に掲示し、事業主様自らが従業員の
皆様に宣言

５．目標達成に向け、事業所全体で健康づくりをスタート
６．担当の保健指導者（保健師・管理栄養士）によるアドバイス及びフィードバック

総合案内： 国土交通省中部運輸局福井運輸支局保安担当 Tel：0776-34-1603
協会けんぽ加入事業所様： 協会けんぽ福井支部企画総務Ｇ Tel：0776-27-8301

会社での健康づくりに取り組み、「従業員を大切にする会社（健康や働き方に配慮して
いる職場）」を「健康宣言」でＰＲ

「健康宣言」について

「健康宣言」の取組の流れ （例：協会けんぽ福井支部）

「健康宣言」の取組により期待される効果

協会けんぽ福井支部 健康づくり宣言 検索

お問い
合わせ先


